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 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ２８０３ ２８ ３４３１ 

前 年 ２７６７ ４３ ３３７５ 

増 減 ＋３６ －１５ ＋５６ 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ９８８ ２０ ５４９ 

前 年 ８９５ １７ ４３４ 

増 減 ＋９３ ＋３ ＋１１５ 

〈高齢者の事故〉 
※高齢者…65歳以上をいう 

第 １ 号 

２０２５ 
１月２４日 

１．県内の交通事故発生状況（前年同時期との比較） 

２．交通死亡事故の特徴（死者数２８人） 

死者数は前年及び過去３年平均より、大幅に減少しました。 

一方で、発生件数及び負傷者数は過去３年よりは減少しましたが、昨年よりも増加しています。 
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事故類型別では人対車両が最も多く、時間帯別では 12時前後に多く交通死亡事故が発生しました。 



状態別

自動車乗車中の死者のシートベルト着用状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

交通事故死者２８人のうち、１０人は歩行中に亡くなられ

ています。 

また、二輪車運転中は７人と次に多くなっています。 

道路を歩くときは右側を通行し、横断するときは左右の

安全確認をしましょう。 

二輪車に乗るときはヘルメットをかぶり、長そで長ズボ

ンの衣服に手袋やプロテクターを着用して、安全に運転す

るようにしましょう。 

※生存不可とは、非着用のうち着用していても 

助からなかったと推定されるもの 

※特殊車を除く 

自動車乗用中死者７人のうち、１人がシートベルト

非着用でした。 

自動車に乗るときは、全ての席でシートベルトを

着用しましょう。 

歩行中 

10人 

自転車乗用中 

４人 

二輪車運転中 

７人 

自動車運転中 

５人 

自動車同乗中 

２人 

歩行中 

１０人 

自転車乗用中 

３人 

二輪車運転中 

２人 

自動車運転中 

５人 

非着用 

１人 

着用 

６人 

生存不可 

１人 

16～24歳 

４人 
30歳代 １人 

65歳以上 

20人 

４0歳代 １人 

60～64歳 

２人 

高齢死者状態別 

年齢別では、高齢者（６５歳以上）が２０人と

なり、全体の７割以上を占めています。 

高齢死者数については、前年比＋３人と増加しました。 

特に、歩行中の事故については、前年比＋４人と大幅に増加 

しており、歩行中の事故で亡くなった人（１０人）は、すべて６５

歳以上の高齢者でした。歩行者の方は、安全確認をして無理 

な横断はしない、夕方から夜間はなるべく外出を控える、外出

する場合は明るい服装に反射材を着用するようにしましょう。 

総務省を騙った者から「あなたの携帯電話番号が使われており、被害届が警察に出ています。」

という不審電話がかかっています。このあと警察官を騙る者に電話が替わり「詐欺事件で逮捕した

犯人があなたの口座にお金を振り込んだと言っている。あなたの口座のお金を調べるので別の 

口座に移してください」などと言ってお金をだまし取る手口の詐欺が発生しています。 

 

年齢別 

● 警察官が新しく口座を作るように言ったり、口座のお金を移すように言うことはありません。 

● 誰にもキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。 

● 同様の電話があれば、すぐに電話を切り、警察に相談して下さい。 

 


